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○南魚沼市地下水の採取に関する条例 

平成２９年９月５日 

条例第２３号 

改正 令和元年６月７日条例第１０号 

令和元年１２月２日条例第２２号 

令和元年１２月２日条例第２４号 

令和４年３月１日条例第１５号 

令和４年６月１７日条例第２３号 

南魚沼市地下水の採取に関する条例（平成１７年南魚沼市条例第２７号）の全部を

改正する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市民生活にとって必要不可欠な地下水（温泉法（昭和２３年法

律第１２５号）による温泉及び鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）による可燃性

天然ガスの採掘に伴う地下水を除く。以下同じ。）が、限りある貴重な資源である

との認識を共有し、その保護と節約に努めるとともに、地下水の適正な利用を促進

し、その採取に関し必要な規制を設けることにより地盤沈下の抑制を図り、もって

生活環境の保全に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設 

(2) 揚水機 水中ポンプ、陸上ポンプ等動力をもって地下水を採取する機械 

(3) ケーシング 掘削した井戸に設置した鋼管等 

(4) ストレーナー ケーシングのうち、地下水を流入させる孔明管 

(5) １住宅用地 主たる用途を住居の用に供する目的で、一定に区画された土地 

(6) １事業所用地 主たる用途を事業の用に供する目的で、一定に区画された土地 
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(7) 消雪用井戸 採取した地下水の全部又は一部を消雪の用に供する井戸 

(8) 産業用井戸 前号に規定する井戸以外の井戸 

(9) 消雪面積 住宅、事業所その他の建築物及び駐車場等の積雪を地下水によって

消雪する必要がある面積 

(10) 降雪検知器 降雪状況を自動的に検知して揚水機を起動させ、又は停止させ

る機器 

(11) さく井技能士等 次のいずれかに該当する者 

ア 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）の規定による２級以上のさ

く井技能検定に合格した者 

イ ３年以上の井戸掘削工事の実績を持つ者 

（令元条例１０・一部改正） 

（市の責務） 

第３条 市は、地下水の涵養、保護、節約等の必要性について市民に周知し、地下水

が限りある貴重な資源であるとの共通認識を醸成するよう努めなければならない。 

２ 市は、地下水位、地盤沈下等の状況について調査及び観測し、その情報を市民に

公開するとともに、地盤沈下等の被害が懸念されるときは、市民に対し速やかに注

意喚起を行わなければならない。 

３ 市は、地下水の枯渇、地下水の汚染、地盤沈下等を防止するため、地下水の採取

に関し必要な規制措置を講じるとともに、効果的な指導を行わなければならない。 

４ 市は、地下水の保全に資すると認められる無散水型消融雪設備その他地下水散水

以外の方法による消融雪設備を設置する者に対し、必要な資金のあっせん、技術的

な助言等を行い、その推進及び普及に努めなければならない。 

５ 市は、市が設置する公共施設等の消融雪設備について、可能な限り地下水に依存

しない方式の採用に努めるとともに、既存の消融雪設備についても可能な限り地下

水に依存しない設備への転換又は効果的な節水に努めなければならない。 

６ 市は、地盤沈下が著しく進行し、生活環境に被害が生ずると認められる場合は、

期限及び区域を定め、その区域内における井戸の所有者の全部又は一部に対し、井
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戸の使用の制限その他必要な措置を講じなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、地下水が限りある貴重な資源であるとの共通認識を持ち、地下水の

保全に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。 

（地下水採取者の責務） 

第５条 地下水を採取する者は、地下水の適正な利用に努めるとともに、過剰な揚水

を抑制するための効果的な対策を講じるなど、市の施策に協力し節水に努めなけれ

ばならない。 

（施工業者の責務） 

第６条 井戸の施工業者（以下「施工業者」という。）は、地盤沈下の抑制と地下水

の保全のため、市の施策に協力しなければならない。 

２ 施工業者は、井戸掘削等の工事に際し、騒音及び振動の抑制、汚泥の適正処理等

効果的な対策を講じるとともに、市からこれらの対策に関し改善の指示があったと

きは、その指示に従い、施工地周辺の生活環境の保全に努めなければならない。 

第２章 地下水採取の規制 

（規制区域の指定） 

第７条 市は、地盤沈下の抑制と地下水の保全のため、市内を重点区域とその他区域

に区分し、地下水の採取に関し、それぞれ必要な規制を行うものとする。 

２ 前項に規定する重点区域及びその他区域は、それぞれ別表第１に定めるとおりと

する。 

（許可水量） 

第８条 消雪用井戸の許可水量は、別表第２に定める消雪面積に同表に定める１平方

メートル当たり必要散水量を乗じて算出するものとする。 

２ 産業用井戸の許可水量は、その用途に応じて客観的かつ合理的根拠に基づいて算

出するものとする。 

３ 許可水量に対する揚水機の吐出口径及びケーシング口径の基準は、別表第３に定

めるとおりとする。 
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（設置等の許可申請） 

第９条 次に定める者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。 

(1) 新たに井戸を設置する者 

(2) この条例の施行の日前に設置した井戸又はこの条例の規定に基づき既に設置

した井戸（以下これらを「既設井戸」という。）について、揚水機の入替え工事

を行う者 

(3) 第１２条第１項又は第２項の規定による許可の決定を受けた者（以下「許可を

受けた者」という。）であって、当該許可に係る井戸の許可水量を変更しようと

する者 

(4) 既設井戸の追掘等井戸の構造を変更する者 

(5) 既設井戸の洗浄等のため、当該井戸の揚水機を地上に引き上げる工事を行う者 

２ 既設井戸の所有者が、新たに井戸を設置するときは、前項第１号の規定を適用し、

かつ、原則として既設井戸を廃止するものとする。 

（許可の基準） 

第１０条 前条第１項第１号又は第２号の規定に基づく申請に係る許可の基準は、次

に掲げる井戸の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(1) 重点区域における消雪用井戸 別表第４に定める基準 

(2) その他区域における消雪用井戸 別表第５に定める基準 

(3) 産業用井戸 別表第６に定める基準 

２ 当分の間、市長は、前条第１項第１号又は第２号の規定に基づく申請が、次に掲

げる要件に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める

基準とすることができる。この場合において、第８条第３項に規定する許可水量に

対する揚水機の吐出口径及びケーシング口径の基準は適用しない。 

(1) 前条第１項第１号に規定する者（同条第２項の規定の適用を受ける者に限

る。）による住宅用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第４又は別表第

５に規定する井戸の設置本数、ストレーナーの位置（別表第５の場合を除く。）

及び節水対策の基準を全て満たす場合 
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ア 揚水機（揚水管を含む。）の吐出口径 既設井戸の口径以下。ただし、重点

区域は直径50ミリメートル以下 

イ ケーシングの口径 別表第３に規定する揚水機の吐出口径に適合する口径以

下 

(2) 前条第１項第１号に規定する者（同条第２項の規定の適用を受ける者に限

る。）による事業所用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第４又は別表

第５に規定するストレーナーの位置（別表第５の場合を除く。）及び節水対策の

基準を全て満たす場合 

ア 井戸の設置本数 １事業所用地の既設井戸の設置本数以下 

イ 揚水機（揚水管を含む。）の吐出口径 既設井戸の口径（複数の既設井戸を

集約する場合は、別表第３の許可水量の合計に適合する口径）以下 

ウ ケーシングの口径 別表第３に規定する揚水機の吐出口径に適合する口径以

下 

(3) 前条第１項第２号に規定する者による住宅用の消雪用井戸の設置許可申請で

あって、別表第４又は別表第５に規定する井戸の設置本数、ストレーナーの位置

（別表第５の場合を除く。）及び節水対策の基準を全て満たす場合 

ア 揚水機（揚水管を含む。）の吐出口径 既設井戸の口径以下。ただし、重点

区域は直径50ミリメートル以下 

イ ケーシングの口径 既設井戸の口径以下 

(4) 前条第１項第２号に規定する者による事業所用の消雪用井戸の設置許可申請

であって、別表第４又は別表第５に規定するストレーナーの位置（別表第５の場

合を除く。）及び節水対策の基準を全て満たす場合 

ア 井戸の設置本数 １事業所用地の既設井戸の設置本数以下 

イ 揚水機（揚水管を含む。）の吐出口径 既設井戸の口径以下 

ウ ケーシングの口径 既設井戸の口径以下 

(5) 前条第１項第２号に規定する者による重点区域における住宅用又は事業所用

の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第４に規定する井戸の設置本数、揚
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水機（揚水管を含む。）の吐出口径及び節水対策の基準を全て満たす場合 

ア ストレーナーの位置 既設井戸と同一位置 

イ ケーシングの口径 既設井戸の口径以下 

３ 前条第１項第３号から第５号までの規定に基づく申請に係る許可の基準は、市長

が別に定める。 

４ 市長は、前条第１項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、

前３項の規定を適用しない。 

(1) 水道、その他の飲料の用（販売目的の取水を除く。）に供する場合 

(2) 市の防災設備の用に供する場合 

(3) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定する道路又は市長が別に定

める道路に係る消雪に使用する場合で、地下水散水以外の方法が困難な場合 

(4) 救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）の規定に基づき、知事

が認定した医療機関の用に供する場合 

(5) 警察法（昭和２９年法律第１６２号）第５３条第１項に規定する警察署の用に

供する場合 

(6) 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条第１号に規定する道路法によ

る道路又は同条第２号に規定する河川法（昭和３９年法律第１６７号）が適用さ

れる河川に係る事業の用に供するために移転補償の対象となった井戸（消雪用の

用途に限る。）が、その移転先において、地下水の利用による方法以外の方法へ

の転換が困難であると市長が認めた場合 

(7) 地表面からの深さが１０メートルを超えない井戸を設置する場合 

(8) その他区域に設置するものであって、市長が特に必要と認めた場合 

（令４条例１５・一部改正） 

（基準を超える井戸） 

第１１条 市長は、前条第１項第２号又は第３号に規定する基準を超える井戸の許可

申請がなされた場合であって、当該申請に係る必要水量の算定が正当、かつ、当該

水量を確保するために当該基準を超える井戸が必要であると認めるときは、規則に
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定めるところにより、第３６条に規定する南魚沼市地下水対策委員会（以下「対策

委員会」という。）に諮問することができる。 

（許可又は不許可の決定） 

第１２条 市長は、第９条第１項の規定による申請を受理したときは、第１０条各項

に規定する基準に基づき審査し、３０日以内に許可又は不許可の決定を申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定に基づき対策委員会に諮問したときは、その答申を受けた後、

許可又は不許可の決定をし、速やかに申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定による許可の決定に条件を付すことができる。 

４ 市長は、許可を受けた者に井戸設置等許可証及び許可事項を記載した表示板（以

下「表示板」という。）を交付するものとする。 

（手数料） 

第１３条 許可を受けた者は、南魚沼市手数料徴収条例（平成１６年南魚沼市条例第

６０号）に定めるところにより井戸設置等許可手数料を納入しなければならない。 

（井戸の廃止届） 

第１４条 既設井戸を廃止した者は、当該廃止が完了した日から３０日以内にその旨

を市長に届け出なければならない。 

（代理申請等） 

第１５条 第９条第１項の規定による許可申請及びその他の届出は、申請者又は届出

者の委任に基づき、第１８条の規定に基づく登録を受けた施工業者をその代理人と

して、これを行うことができる。 

（許可の失効） 

第１６条 許可を受けた者が、当該井戸について次の各号のいずれかに該当するとき

は、第１２条第１項又は第２項の規定に基づく許可の決定は、その効力を失う。 

(1) 第１４条又は第２５条の規定による届出を行ったとき。 

(2) 許可の決定がなされた日から１年を経過しても工事に着手しないとき。 

（許可の取消し） 
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第１７条 市長は、許可を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により許可の決定

を受けたと認めるときは、その決定を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により許可の決定の取消しを受けた者は、その取消しに係る井戸を撤

去又は廃止しなければならない。 

第３章 井戸の設置工事等 

（施工業者の登録） 

第１８条 市内において井戸の設置工事等（第９条第１項各号に定める井戸の設置又

は既設井戸の変更等に必要な工事（受電工事及び地上配管工事のみの場合を除く。）

をいう。以下同じ。）を行う施工業者は、あらかじめ市長に申請し、登録を受けな

ければならない。ただし、公共工事であって入札等により施工業者を決定する場合

は、この限りでない。 

２ 市長は、前項本文の規定による申請を受理したときは、次の各号の全てに該当し

ているものでなければ登録することができない。 

(1) 井戸工事を行うために必要な機械器具を有している、又は調達することができ

ること。 

(2) さく井技能士等１人以上が専属していること。 

(3) 申請者が次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 精神の機能の障害により井戸の設置工事等の事業を適正に行うに当たって

必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ １年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

エ 次条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から４年を経過しない

者 

オ 法人の場合にあっては、その役員にアからウまでのいずれかに該当する者が

あるもの 

（令元条例１０・令元条例２４・一部改正） 
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（登録の取消し） 

第１９条 市長は、前条第１項の規定による登録を受けた施工業者（以下「登録事業

者」という。）が、同条第２項各号の基準のいずれかを欠くと認めたとき、又は第

２３条の規定による工事の中止命令若しくは改善命令に従わないときは、登録を取

り消すことができる。 

（井戸の施工） 

第２０条 許可を受けた者は、当該許可に基づいて井戸の設置工事等を行うときは、

登録事業者に行わせなければならない。 

２ 許可を受けた者は、施工業者が変更となる場合は、あらかじめその旨を市長に届

け出なければならない。 

（表示板の掲示） 

第２１条 許可を受けた者は、第１２条第４項の規定により交付を受けた表示板を工

事現場に掲示しなければならない。 

（設置検査） 

第２２条 許可を受けた者が、当該許可に係る井戸の設置工事等において揚水機を設

置するときは、市長が指定する者の検査を受けなければならない。この場合におい

て、当該井戸の施工業者は、当該検査に立ち会わなければならない。 

２ 許可を受けた者又は当該井戸の施工業者は、前項の規定による検査を受けようと

するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による検査は、当該井戸に設置する揚水機を目視することができる

状態で行わなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による検査の結果、当該井戸が第１２条第１項又は第２項

の規定による許可の決定の内容に適合すると認めるときは、許可を受けた者に対し

当該検査の日から７日以内に井戸設置等検査完了証を交付しなければならない。 

５ 許可を受けた者は、前項に規定する井戸設置等検査完了証が発行された日以後で

なければ当該井戸を使用してはならない。 

６ 市長は、第１項の規定による検査を井戸の施工に関し専門的な知識を有する者又
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はその他市長が適当であると認める者に委託することができる。 

（設置工事等の中止命令等） 

第２３条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を受けた者

及び施工業者に対し当該井戸の設置工事等の中止を命じることができる。 

(1) 第６条各項に規定する施工業者の責務を果たさずに井戸の設置工事等を行っ

ているとき。 

(2) 第１２条第１項又は第２項の規定による許可の決定を受けずに井戸の設置工

事等を行っているとき。 

(3) 第１２条第１項又は第２項の規定による許可の決定の内容又は当該決定に付

された条件に違反する井戸の設置工事等を行っているとき。 

(4) 第１２条第４項の規定により交付を受けた表示板を掲示せずに井戸の設置工

事等を行っているとき。 

(5) 第１８条第１項の規定による登録を受けていない施工業者が井戸の設置工事

等を行っているとき。 

２ 市長は、前項各号のいずれかに該当する、又はその事実があったと認めるときは、

許可を受けた者及び施工業者に対し、期限を定めて必要な改善を命じ、又は当該井

戸の一時使用停止、撤去若しくは廃止を命じることができる。 

（改善措置等の届出） 

第２４条 前条の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく改善等の措置をと

ったときは、その日から１０日以内にその措置の内容を書面により市長に届け出て、

確認を受けなければならない。 

（辞退の届出） 

第２５条 許可を受けた者が、井戸の設置工事等を取りやめるときは、その旨を市長

に届け出なければならない。 

（地位の承継） 

第２６条 許可を受けた者からその許可に係る井戸を譲り受け、又は借り受けた者は、

当該井戸に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。 
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２ 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続す

る法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日

から３０日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

第４章 節水及び監視 

（地下水利用監視員） 

第２７条 市長は、地下水の適正な利用を監視するため、南魚沼市地下水利用監視員

（以下「監視員」という。）を置くことができる。 

２ 監視員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。 

(1) 市の職員 

(2) 地下水の利用に関し、専門的な知識を有する者 

(3) その他市長が適当と認める者 

（立入検査） 

第２８条 監視員は、この条例の施行及び地下水の保全に必要な限度において、地下

水の利用者がその設備を設置している場所又はその他の場所に立ち入り、井戸その

他の物件を検査することができる。 

２ 地下水の利用者は、前項の規定による立入検査について正当な理由がない限りこ

れに協力しなくてはならない。 

３ 監視員は、第１項の規定による立入検査をするときは、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。 

（節水指導及び勧告） 

第２９条 監視員は、地下水の利用状況が不適切であると認めるときは、当該地下水

の利用者に対し、事情を聴取するとともに、降雪検知器又はその他の節水機器（以

下「降雪検知器等」という。）の設置の奨励、節水方法の指導等を行い、効率的な

地下水利用について理解と協力を求めるものとする。 
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２ 監視員は、前項の規定による指導に従わない者があるときは、期限を定めて、文

書で節水を実施するよう勧告することができる。 

（監視補助員） 

第３０条 市長は、前２条に規定する監視員の職務を補完するため、南魚沼市地下水

利用監視補助員（以下「監視補助員」という。）を置くことができる。 

２ 監視補助員の職務その他は、別に定める。 

（地盤沈下警報等） 

第３１条 市長は、市の観測数値に基づき、急激な水位低下等により地盤沈下の発生

が懸念されるときは、注意報又は警報を発し、地下水の利用者に節水に努めるよう

周知するものとする。 

（共同設置井戸） 

第３２条 市長は、複数の地下水利用者が共同で設置する消雪用井戸（以下「共同設

置井戸」という。）の許可申請がなされたときは、当該共同設置井戸が別に定める

要件に適合していると判断される場合に限り、この条例の規定を適用する。 

２ 前項の規定により、この条例の規定を適用する場合の共同設置井戸の許可水量は、

当該複数の地下水利用者において算定した許可水量の合計とし、当該井戸の許可に

係る基準は第１０条各項の規定を適用する。 

３ 重点区域において共同設置井戸の許可申請がなされた場合であって、当該申請に

係る井戸が第１０条第１項第１号に規定する基準を超えているときは、同条の規定

にかかわらず第１１条の規定を適用することができる。 

４ 市長は、共同設置井戸を南魚沼市公共物管理条例（平成１６年南魚沼市条例第１

６０号）第２条に規定する公共物の中に設置しようとする申請があったときは、当

該公共物の管理上支障のない範囲において同条例第４条の規定に基づきこれを許可

することができる。 

（降雪検知器等の設置費助成） 

第３３条 市長は、既設井戸の所有者が、規則で定める降雪検知器等を設置しようと

するときは、別に定めるところにより、予算の範囲内でその費用の一部を助成する
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ことができる。 

第５章 罰則 

（罰則） 

第３４条 次の各号に該当する者は、当該各号に定める罰金に処する。 

(1) 第１２条第１項又は第２項の規定による許可の決定を受けずに井戸を設置し

た者 ５０万円以下 

(2) 第１２条第１項又は第２項の規定による許可の決定の内容又は当該決定に付

された条件に違反して井戸を設置した者 ５０万円以下 

(3) 第２２条第１項の規定による検査を受けないで井戸を設置した者又は検査に

立ち会わなかった施工業者 ３０万円以下 

(4) 第２３条第１項第１号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した施工

業者 ３０万円以下 

(5) 第２３条第１項第２号又は第３号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違

反した当該井戸の設置者 ５０万円以下 

(6) 第２３条第１項第４号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した当該

井戸の設置者 ５万円以下 

(7) 第２３条第１項第５号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した当該

井戸の設置者 ３０万円以下 

(8) 第２８条第１項の規定による立入検査を正当な理由なく忌避した者 ３０万

円以下 

（両罰規定） 

第３５条 法人の代表者又は法人若しくは申請者の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は申請者の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は申請者に対して、同条各号の罰金刑を科する。 

第６章 補則 

（対策委員会） 

第３６条 市長の諮問に応じ、地下水採取に関する事項、地盤沈下その他必要な事項
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を調査、研究及び審議するため、対策委員会を置く。 

２ 対策委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。 

（委任） 

第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 

（処分等に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の南魚沼市地下水の採取に関する条例（以下「旧

条例」という。）第８条の規定に基づいてなされた許可申請に係る井戸の工事であ

って、かつ、旧条例第１４条の規定による工事の検査が完了していないものに関す

る当該工事に係る許可の決定、工事の検査等の処分、手続その他の行為は、なお旧

条例の諸規定を適用するものとする。 

３ 旧条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ 第７条第２項に規定する重点区域において、既設井戸（平成６年４月１日以後に

設置された井戸に限る。）に係る第９条第１項第４号又は第５号の規定に基づく許

可申請があった場合で、当該井戸の揚水機の吐出口径が第１０条第１項第１号に規

定する基準（以下「新基準」という。）に基づく揚水機の吐出口径を超えていると

きは、新基準を適用する。ただし、新基準を適用することが適当でないと市長が判

断するときは、この限りでない。 

附 則（令和元年６月７日条例第１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２日条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２日条例第２４号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

附 則（令和４年３月１日条例第１５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年６月１７日条例第２３号） 

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

規制区域の範囲 

規制区域 範囲 

重点区域 １ 魚野川の左岸の区域であって、鎌倉沢川及び北沢川の左岸並びに近

尾川の右岸の区域のうち、関越自動車道を北進して県道余川塩沢停

車場線との交点に至り、これを北進して主要地方道十日町六日町線

に至り、これを西進して国道２５３号に至り、これを東進して近尾

川に至る範囲 

２ 近尾川の左岸の区域であって、国道２５３号を東進して国道１７号

との交点から市道午蒡島大清水線を東進して上越線に至り、これを

南進して工業団地からの排水路の交点に至り、この排水路を下流に

進み近尾川に合流する範囲 

その他区域 重点区域を除くすべての市内の範囲 

別表第２（第８条関係） 

消雪用井戸の許可水量算出方法の基準 

対象用地 対象箇所 規制区域 消雪面積（平方メート

ル） 

１平方メートル当

たり必要散水量 

住宅用地 建築物 重点区域 建築面積×１．５又は

水平投影面積×１．２ 

０．４５リットル／

分 

その他区域 建築面積×１．８又は

水平投影面積×１．５ 

乗入れ通路等 重点区域及び 乗入れ通路等の敷地面
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その他区域 積×１．０ 

事業所用地 建築物 重点区域及び

その他区域 

建築面積×１．２又は

水平投影面積×１．０ 

建築物を除く

範囲及び駐車

場 

建築物を除く範囲及び

駐車場の敷地面積×

０．８ 

備考 

１ 建築面積は、建築物（住居、事業所、倉庫、車庫等）の合計をいう。 

２ 算定された住宅用地の建築物の消雪面積には、駐車場及び軒先の散水面積を含

む。 

３ 算定された消雪面積が、当該敷地面積を超えるときは、当該敷地面積を消雪面

積とする。 

４ 住宅用地の乗入れ通路等は、消雪を行えないことにより著しい不利益又は不具

合が生じると市長が認めた場合に限り、消雪面積に加算することができる。 

別表第３（第８条関係） 

許可水量に対する揚水機の吐出口径・ケーシング口径の基準 

許可水量 揚水機の吐出口径 ケーシング口径 

２０リットル／分まで 直径２５ミリメートル以下 直径１５０ミリメート

ル以下 ２０リットル／分を超え７

０リットル／分まで 

直径３２ミリメートル以下 

７０リットル／分を超え１

２０リットル／分まで 

直径４０ミリメートル以下 直径２００ミリメート

ル以下 

１２０リットル／分を超え

２２０リットル／分まで 

直径５０ミリメートル以下 

２２０リットル／分を超え

３７０リットル／分まで 

直径６５ミリメートル以下 

３７０リットル／分を超え 直径８０ミリメートル以下 直径２５０ミリメート
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６３０リットル／分まで ル以下 

６３０リットル／分を超え

９７０リットル／分まで 

直径１００ミリメートル以下 

９７０リットル／分を超え

１，７３０リットル／分まで 

直径１２５ミリメートル以下 直径３００ミリメート

ル以下 

１，７３０リットル／分を超

えるもの 

直径１５０ミリメートル以下 

別表第４（第１０条関係） 

重点区域における消雪用井戸の許可基準 

項目 住宅用 事業所用 

井戸の設置本数 １住宅用地につき１本 １事業所用地につき１本 

揚水機（揚水管を

含む。）の吐出口

径 

別表第３に定める吐出口径であ

ること。ただし、直径３２ミリ

メートル以下であること 

別表第３に定める吐出口径であ

ること。ただし、直径５０ミリメ

ートル以下であること 

ストレーナーの位

置 

地表面から６０メートル以上深い位置に設置されていること 

ケーシングの口径 直径１５０ミリメートル以下で

あること 

直径２００ミリメートル以下で

あること 

節水対策 規則で定める降雪検知器等が設置されていること 

別表第５（第１０条関係） 

その他区域における消雪用井戸の許可基準 

項目 住宅用 事業所用 

井戸の設置本数 １住宅用地につき１本 １事業所用地につき１本 

揚水機（揚水管を含

む。）の吐出口径 

別表第３に定める吐出口径であること。ただし、直径５０ミリメ

ートル以下であること 

ケーシングの口径 直径２００ミリメートル以下であること 

節水対策 規則で定める降雪検知器等が設置されていること 
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別表第６（第１０条関係） 

産業用井戸の許可基準 

項目 重点区域 その他区域 

井戸の設置本数 １住宅用地又は１事業所用地につき１本 

揚水機（揚水管を含

む。）の吐出口径 

別表第３に定める吐出口径であること。ただし、直径５０ミリメ

ートル以下であること 

ストレーナーの位

置 

地表面から６０メートル以上深

い位置に設置されていること 

規制なし 

ケーシングの口径 直径２００ミリメートル以下であること 

備考 

第９条第１項第２号の規定に基づく許可申請の場合は、ストレーナーの位置及びケ

ーシングの口径の基準は適用しない。 

 


